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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年１月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１１月２０日 ０３時５０分ごろ 

発生場所 国後
くなしり

島北西方沖 

 羅臼灯台から真方位０５０°４６.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４４°３１.６′ 東経１４６°０２.６′） 

事故の概要  漁船第三十八忠誠
ちゅうせい

丸及び漁船第二十八孝進
こうしん

丸は、共に北東進中、

先航していた第二十八孝進丸が反転し、第三十八忠誠丸と衝突した。 

 第三十八忠誠丸は、左舷船首部外板に凹損等を生じ、また、第二十

八孝進丸は、船首部外板に凹損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年１月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 漁船 第三十八忠誠丸、１９トン 

   ＨＫ２－２２１１５（漁船登録番号）、有限会社カネヒロ忠誠 

   水産 

   １７.７０ｍ（Lr）×４.１８ｍ×１.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３６kＷ（動力漁船登録票による）、平成３ 

   年７月２９日 

Ｂ 漁船 第二十八孝進丸、１９トン 

   ＨＫ２－２１２５９（漁船登録番号）、有限会社カネタ村井漁 

   業 

   １７.２５ｍ（Lr）×４.０９ｍ×１.５６ｍ、鋼 

  ディーゼル機関、８９０kＷ（動力漁船登録票による）、昭和 

  ６１年１１月５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    

    免許登録日 昭和５４年８月１０日 

    免許証交付日 平成２４年４月１０日 

           （平成２９年４月１７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    

    免許登録日 昭和５８年９月２９日 
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    免許証交付日 平成２５年４月４日 

           （平成３０年９月２８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に凹損等 

Ｂ 船首部外板に凹損等  

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、ロシア連邦が主張する排他的

経済水域に入出域する際のチェックポイント（北緯４４°００′０

０″東経１４５°２３′０２″、以下「ＣＰ」という。）にＢ船を含

む船団で集合した後、ほっけ刺し網漁を行う目的で、平成２７年１１

月２０日００時３０分ごろ約１１.５ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で国後島北方沖に向けて自動操舵により北東進し

た。 

 船長Ａは、操舵室右舷側にある操縦席に腰を掛けて単独で操船に当

たり、Ｂ船がＡ船の左舷前方に出たことを認め、針路を右に微調整し

た。 

 Ａ船は、船長Ａが、右舷側の窓を開けて顔を出し、たばこを１本吸

い、換気等を行って前方を向いたところ、船首方至近に迫ってきたＢ

船に気付いたが、どうすることもできず、０３時５０分ごろ、左舷船

首部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、ＣＰに船団で集合した後、ほ

っけ刺し網漁を行う目的で、約１１.７knの速力で国後島北方沖に向

けて自動操舵により北東進した。 

 船長Ｂは、操舵室の右舷側後方の壁際にある操縦席に腰を掛けて単

独で操船に当たり、００時５０分ごろ、北海道羅臼
ら う す

町羅臼港東北東方

沖１３.５Ｍ付近で、ナビモードとした自動操舵装置に、国後島北西

方沖を次の変針予定場所に設定し、目的地として入力した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、出港時から眠気を感じていたので、換気をする

などして居眠りを防止していたが、眠気に耐えられなくなって床に横

になり、時折、立ち上がって周囲の確認を行ったが、いつしか居眠り

に陥り、自動操舵装置から警報が発せられたものの体を起こすことが

できずに航行を続け、Ａ船と衝突した。 

 Ａ船及びＢ船は、船長Ａ及び船長Ｂが、それぞれ乗組員及び船体の

状況を確認し、所属する漁業協同組合に本事故の発生を連絡し、予定

していた漁場で操業を行った後、羅臼港へ戻った。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、ＣＰに他の船団も集合していたが、国後島北方海域に向

かうのは、Ａ船、Ｂ船及び同じ船団の僚船１隻のみであることを知っ

ていたので、航行中、前方には同航するＢ船及び僚船以外に他船はい
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ないものと思っていた。 

 Ｂ船の自動操舵装置は、取扱説明書によると、ナビモードで航行

中、設定した目的地を通過した後、次の目的地を入力せずに約０.５

Ｍ以上航行すると、警報を約３０秒間発した後、右舵又は左舵３０°

の舵角をとり、設定した目的地に向けて旋回するよう、初期設定され

ていた。 

 船長Ｂは、ふだん、設定した目的地を過ぎて自動操舵装置から警報

が発せられた後、次の目的地を入力していた。 

 船長Ｂは、１１月１９日００時ごろから１３時ごろまで操業を行っ

た後、１９時ごろまで業者による漁労設備の修理に立ち会っていたの

で、睡眠時間を約２時間しかとれず、眠気と疲労を感じていた。 

 船長Ｂは、ふだん、１日約６時間の睡眠時間をとっていた。  

 船長Ｂは、ふだん、眠気を感じた際は、窓を開けて換気をしたり、

体を動かしたりして眠気を払っていた。 

 船長Ｂは、出港時から途中まで窓を開けて換気をしていたが、本事

故当時、窓を開けて換気をしていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、国後島北西方沖において、自動操舵により北東進中、船長

Ａが、前方の見張りを適切に行っていなかったことから、反転して接

近するＢ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、前方には同航するＢ船及び僚船以外に他船はいないもの

と思ったことから、右舷側の窓から顔を出してたばこを吸い、換気等

をしていて前方の見張りを適切に行っていなかったものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、国後島北西方沖において、自動操舵のナビモードにより北

東進中、単独で操船中の船長Ｂが居眠りに陥っていたことから、設定

した同島北西方沖の目的地を通過した後、反転して後続のＡ船と衝突

したものと考えられる。 

 Ｂ船は、自動操舵装置のナビモードが、設定した目的地を通過した

後、次の目的地を入力せずに約０.５Ｍ以上航行すると、警報を発し

た後、設定した目的地に向けて旋回するような設定であったことか

ら、国後島北西方沖の目的地を通過した後、反転したものと考えられ

る。 

 船長Ｂは、出港時から眠気を感じており、換気をするなどしていた

が、眠気に耐えられなくなって床に横になったことから、居眠りに陥

ったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、国後島北西方沖において、Ａ船が、北東進中、Ｂ
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船が自動操舵のナビモードにより北東進中、船長Ａが、前方の見張り

を適切に行っておらず、また、船長Ｂが、居眠りに陥っていたため、

先航していたＢ船が、設定した同島北西方沖の目的地を通過した後、

反転して後続のＡ船と衝突したものと考えられる。 

参考 

 

 Ａ船及びＢ船の所属する船団は、航行中、適宜、無線で通話するな

どして居眠り防止を図ることとした。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

・航海当直中に眠気を感じた際は、当直を交替するか、複数人での

当直を行うなどして居眠り防止を図ること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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ＣＰ  羅臼港   

 事故発生場所 
 （平成２７年１１月２０日 

  ０３時５０分ごろ発生） 


